
事前協議フローチャート 

事業者 鹿児島市 

 

（事前相談） 

 

 

事前協議申出 

 

 

（必要に応じて、審議会に出席） 

 

 

 

 

要請への回答 

 

 

 

 

詳細設計 

 

 

景観法の届出の手続き 

 

 

 

行為の着手 

 

 

 

 

申出書の受理 

 

 

景観審議会の開催 

 

 

計画への要請 

 

 

 

協議終了の判断 

 

 

協議結果の通知 
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必要により再協議 


